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計画策定に当たって

１ 計画策定の背景・趣旨

地域福祉を取り巻く環境は、人口減少や少子高齢化、核家族化が進行し単身

高齢世帯が増加する中、家庭や地域の繋がりが希薄になるなど、大きく変化し

ており、地域の福祉ニーズは多様化・複雑化しています。

市は、これまでも高齢者、障がいのある方、子どもなど、様々な方を対象に、

子育てや保健、生活困窮など、幅広く福祉の取組を進めてきたところですが、

各分野ごとの取組だけでは、すべてに対応することの難しいケースが増加する

可能性が各所で取り上げられています。

８０代の親が５０代のひきこもりの子どもを養う８０５０問題や、介護と育

児を同時に行わなければならないダブルケアをはじめ、障がいのある子を養う

親が自分亡き後の子どもの支え手が見つからない親亡き後問題、家庭内で行わ

れる配偶者への暴力、子を育てるべき親が養育を放棄するなどの児童虐待、支

援が必要な人が必要な支援を自ら求めようとしないなど、今、地域の福祉が抱

える問題は枚挙にいとまがありません。

これらの背景には、核家族化の進行や家族関係・近隣関係の希薄化などが原

因の一つと言われて久しいですが、福祉の問題の解決は、単に制度の拡充だけ

では成しえない難しさがあります。

課題の解決に向けては、官民問わず多様な機関が幅広い視点を持ちながら取

組を進めることが大切ですが、地域に暮らす人々自身が、身の回りの問題を意

識し、解決への道を考えることが大切です。

向こう三軒両隣と言った言葉に表されるご近所づきあいは、地域に暮らす

人々が互いを意識し、気遣うところにその良さがあり、互いを支え合う共助・

互助の取組です。

自助、共助、公助、互助。

この言葉は、誰かに強制されるものではなく、私たちが、暮らしの中で自然

に身につけ、生活の中に溶け込み、実践していたはずの言葉です。人と人との

距離がつかみにくくなった現代社会にこそ、地域での生活を暮らしやすくする

ため、この言葉を「心のありよう」として、私たちは再度心に留め置く必要が

あります。
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国においては、高齢者、障がいのある方、子どもなど全ての人々が地域、暮

らし、生きがいを共に創り、高め合うことができる「地域共生社会」（※１）

の実現を掲げており、その実現に向けて、社会福祉法を改正するなど、住民が

主体的に地域課題を把握し解決するための仕組みづくりや、複合化・複雑化し

た課題を受け止めるための包括的な支援体制の確立に向けた新たな福祉施策

が進められています。

本市においては、平成２５年に「登別市ぬくもりある福祉基本条例」を制定

するとともに、平成２５年度から平成２７年度までを計画期間とする「登別市

地域福祉計画」を策定し、市（行政）、市民、事業者等がそれぞれの役割に応

じて、普段の生活の中で行われている支え合い・助け合いの一環として、地域

における様々な生活課題の解決に向けて取り組むことのできる事柄を整理し、

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる「地域社会づくり」を進めてきまし

た。平成２８年には、これまでの取組の方向性を継承しつつ計画の見直しを行

い、平成２８年度から平成３２（令和２）年度までを計画期間とする「（第２

期）登別市地域福祉計画」を策定し、引き続き地域全体で連携を図りながら取

組を進めてきたところです。

また、本市の地域福祉を強力に推進するためには、社会福祉法人登別市社会

福祉協議会（以下「社協」という。）が策定する「市民力」が結集した「登別

市地域福祉実践計画『きずな』」（※２）（以下、「きずな計画」という。）と連

携することが必要不可欠であり、互いに「車の両輪」として、これまで両計画

の施策の方向性と計画期間を一致させながら取組を進めているところですが、

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、市民の交流や見守り、生きがい

づくりを目的として実施されてきた地域福祉活動にも影響が及んでいます。令

和２年度は、新たな両計画の策定年度でありましたが、特にきずな計画の策定

において最も重要な策定プロセスである市民による協議・対話を前提とした計

画の策定活動を行うことが困難となり、計画期間を１年延長したことを受け、

第２期登別市地域福祉計画についても計画期間を１年延長することとなりま

した。

このような背景の下、本市における地域福祉を取り巻く変化や新たな福祉ニ

ーズに対応した取組を一層充実させていくため、国の動向も踏まえ新たな計画

として、「（第３期）登別市地域福祉計画」を策定するものです。

※１ 地域共生社会

制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や

地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、

住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会。

※２ 登別市地域福祉実践計画（愛称「きずな」）

社協が策定・実施する全市的な取組をまとめた全市計画と、市内８小学校区ごとの取

組をまとめた小学校区計画からなる５か年の計画。
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２ 計画の位置づけ

本計画は、社会福祉法第１０７条に基づく「地域福祉計画」であり、「登別

市総合計画」を上位計画とし、登別市まちづくり基本条例の理念に基づく保健

福祉分野の施策を総合的かつ計画的に推進するための基本計画として、各個

別計画に共通する理念を相互に関連付ける計画とします。

図１ 計画の位置づけ

登別市まちづくり基本条例

登別市総合計画（基本構想）
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また、社協が策定・実施する「きずな計画」と連携して、互いに車の両輪と

して地域福祉を推進する計画とします。

さらに、「再犯の防止等の推進に関する法律」に基づき市町村が定める「地

方再犯防止推進計画」として登別市再犯防止推進計画を包含します。

３ 計画の期間

本計画は、令和４年度から令和８年度までを計画期間とする５か年計画です。

図２ 計画の期間

※第２期登別市地域福祉計画は、新型コロナウイルス感染症の影響により、

第３期きずな計画とともに計画期間を１年延長し、最終年度を令和３年

度としました。

４ 計画の策定体制

（１）登別市福祉のまちづくり検討委員会

計画策定に当たっては、地域福祉そのものが、地域住民の主体的な参

加を大前提としたものであることから、『住民参加による策定プロセ

ス』を重要視し、地域福祉の推進に向け中心的な役割を担う地域住民や

町内会等役員、民生委員児童委員協議会をはじめとする福祉関係者、教

育関係者、経済関係者による総合的な体制である「登別市福祉のまちづ

くり検討委員会」（以下「検討委員会」という。）を開催し、地域福祉に

ついての現状や課題について意見交換し、課題解決に向けた取組をどの

ように計画に結びつけるか検討・議論を行いました。

（２）登別市地域福祉計画庁内検討委員会

横断的な連携体制の整備を見据え、庁内関係部署の実務に基づく意見

を聴取するとともに、各個別計画との整合を図るため、「登別市地域福

祉計画庁内検討委員会」を設置し、各種制度や各部局における取組の現

状などについての意見聴取・議論を行いました。

計 画
2016 年度～2020 年度

（平成 28 年度～令和 2年度）

～2021 年度

（～令和3年度）

2022 年度～2026 年度

（令和 4年度～令和 8年度）

登別市

地域福祉計画

きずな計画

（社協）

第２期計画 １年延長 第３期計画

第４期計画１年延長第３期計画
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図３ 計画の策定体制

意見

調整

※３ きずな推進委員会
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支援センターなどの専門職により構成されている専門委員会とで組織されている、社
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［第４回登別市福祉のまちづくり検討

委員会の様子］

（３）各種資料の活用

地域生活課題（※４）の把握や、地域福祉推進のための協働体制の検

討などに当たり、各種資料や他の福祉関連計画において実施したアンケ

ート調査結果を分析し、活用しました。

（４）市民ニーズアンケート調査

登別市の地域福祉に関する課題や、市民の意見などを把握するため、

次のとおりアンケート調査を実施しました。

※アンケート集計結果等について、数値は小数点第２位で四捨五入してい

るため、各比率の合計値が１００％にならない場合があります。

①実施対象 登別市内在住の２０歳以上の男女 ３，０００名

②必要標本数の算定

ア 必要標本数の算定

統計上必要な標本数（回答数）を次により求めました。

※４ 地域生活課題

保健医療、住まい、就労及び教育に関する課題、福祉サービスを必要とする地域住

民の地域社会からの孤立その他の福祉サービスを必要とする地域住民が日常生活を営

み、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される上での各般の課題。
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Ｎ

必要回答数 ≧ ｅ ２ Ｎ－１

ｋ Ｐ（１－Ｐ）

Ｎ（母集団） 調査の対象となるものの全体の数。本調査では２０歳以上の登

別市民全員を対象としていることから、２０歳以上の市民の人

数としました。

Ｎ＝４６，３６２人（住民基本台帳人口）－６，７５１人（０

～１９歳の人口）＝３９，６１１人（令和３年６月末値）

ｅ（標本誤差） 調査対象となる３９，６１１人全員に調査することはできない

ので、人数をしぼって調査をします。こうして抽出された調査

人数を「標本」と呼びます。標本の回答は、実際の調査対象と

一致しませんが、この誤差の指標の一つとして「標本誤差」と

いうものがあります。一般的に、政府などが行う世論調査など

では、標本誤差を３％程度としていることから、調査人数算定

においては、標本誤差を３％と設定しました。

ｋ（信頼率） 区間推定において、ある確率（信頼係数）のもとで母数がその

内に含まれると推定された区間のこと。９５％信頼区間とは、

今回の調査を１００回繰り返した結果が９５回くらいは平均の

結果内に含まれるということです。ここでは信頼率を９５％と

し、それに対応する係数ｋ＝１．９６を用いました。

Ｐ（母比率） 母集団におけるある条件を満たす対象の比率。予測が困難な場

合は５０％とすると最も安全なサンプルサイズを求めることが

できることから、本調査における母比率も５０％としました。

これにより計算すると、統計上必要と判断される標本数は１，０３９

人以上となります。

イ 調査対象者数の算定

アで求めた必要な標本数１，０３９人を確保するため、調査人数を次

により求めました。

調査人数 ≧ 必要な標本数１，０３９人 ÷ 回収率（見込み）

＋ １
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回収率（見込み）は、前回の調査の回収率から、４８．３％として算

定しました。これにより、調査人数は２，１５２人以上となりますが、

本調査では、新型コロナウイルス感染症の影響が続く状況を受け、より

多くの市民のご意見を参考とするため、調査人数を３，０００人としま

した。

回答率が３４．７％以上であれば必要な回答数１，０３９件を確保で

きることとなります。

③調査対象の抽出方法 令和３年６月末時点の住民基本台帳から、２０

歳以上の市民を無作為に抽出しました。

④調査方法 郵送による配布・回収を行いました。

⑤調査期間 令和３年７月２２日 ～ 令和３年８月１１日

⑥調査項目 「回答者自身のことについて」、「地域に対する日頃の思いな

どについて」、「福祉に対する認識について」、「再犯防止について」、「新

型コロナウイルス感染症について」、「福祉の未来像について」の大きく

６項目に分けて調査しました。

⑦回答状況 配付数 ３，０００ 件

回収数 １，１４７ 件

回収率 ３８．２３ ％

⑧アンケートに関する地域の区分

地域の区分は、地域に密着した日常生活が行われている小学校区とし、

「きずな計画」における推進圏域との整合を図りました。
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⑨アンケート回答者の概要

７０歳代までは年齢が高くなるにつれて回答率と回答者数が多くなる傾

向があり、すべての年代で男性より女性の回答者数が多くなっています。

回答者の住んでいる地域を小学校区ごとに区分すると、若草小学校区の

回答者数が一番多く、幌別東小学校区の回答者が一番少なくなっています。

また、各地区への送付者数に対する回答率は、若草小学校区が最も高くな

っています。

小学校区名 該当地域

登別小学校区 カルルス町、上登別町、登別温泉町、中登別町、

登別東町、登別本町、登別港町、富浦町、

札内町３８１番地

幌別東小学校区 幌別町、幸町、新栄町

幌別小学校区 中央町、常盤町、千歳町、来馬町、札内町

幌別西小学校区 富士町、新川町、片倉町、柏木町、川上町、

鉱山町

青葉小学校区 緑町、桜木町、青葉町、大和町１丁目、

若山町１・２丁目

富岸小学校区 新生町、富岸町、若山町３・４丁目、

栄町３・４丁目、大和町２丁目

若草小学校区 美園町、若草町、上鷲別町

鷲別小学校区 鷲別町、栄町１・２丁目
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（５）パブリックコメント

計画策定に当たり、計画内容を計画素案の段階で市民に公表し、市民か

ら寄せられた意見を計画に反映させるため、パブリックコメントを実施

しました。

①実施期間 令和４年１月４日 ～ 令和４年２月３日

②実施方法

・計画素案の公表：市公式ウェブサイト上での公開、公共施設等での素案の

設置

・意見の回収方法：電子メール、郵送、ファクシミリ、意見箱

［パブリックコメント用意見箱等］
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５ 計画の進捗管理

計画の具体的な推進に当たっては、市民や各種団体、事業者、社協との連

携・協力が不可欠です。

また、本計画を実効性があるものとして推進していくために、進捗状況の

把握と点検が必要となることから、地域福祉計画評価委員会（仮称）を設置

し、適切な進捗管理を行っていきます。

具体的な評価の手法としては、登別市総合計画第３期基本計画における関

連項目の数値目標の達成度など定量的な指標による把握の他、「きずな計画」

における評価結果等を参考として、市民の意識の醸成や行動の変化、関係機

関との連携の状況などにも着目し、地域福祉の推進に関する取組の進捗状況

について総括的な評価を行います。


